
九州支部

伐採作業中における作業員負傷事故

当日、伐採業務に従事していた。対象木を伐採範囲内に伐倒するためにチルホール2台

（2方向）を使用し、伐木作業に着手。（被災者はチルホール2台のうち1台を操作)

対象木が倒れる際、被災者側チルホールのワイヤーに荷が掛かり、チルホールを取付

けていた根株が抜け、被災者の左腕に当たり負傷した。

　[2025年4月25日（金）]

8:00 TBM-KY実施

8:30 現場作業着手

11:20 災害発生（意識あり、左腕の痛みあり）

11:30 現場から近隣の病院へ搬送

11:40 実施責任者から関係個所へ連絡

12:00 近隣の病院到着　→　処置　→　帰宅

4月27日 手術のため、入院

4月28日 手術

左尺骨骨幹部骨折

安全帽、作業服、安全靴、手袋
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【概要図】

【災害状況　拡大図】
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